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１．研修会・セミナーの開催について 

 

（１）産業保健研修会 

①後期（10～３月）研修会の日程・内容をホームページに掲載しております！！ 

※令和８年３月までの研修会について、申込を受付しています。 

                          

          ←お申込みはこちらをクリック 

                                   

 

 

※オンラインで参加される皆さまへ（お願い） 

当センターでは研修会の出欠確認をしております。お手数ですが、オンライン申込

時のお名前で入室をお願いたします。また、受講後のアンケートに関しましても、

今後の研修テーマを企画する上で貴重な資料としております。ご協力の程どうぞよ

ろしくお願いたします。 

 

 

 

 

 

https://www.sagas.johas.go.jp/files/libs/1602/202510010934198700.pdf
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/22/


（２）産業医研修会 

①令和８年３月までの研修会について、申込を受付しています。 

 

                       ←お申込みはこちらをクリック 

 

 

 

 

②認定産業医に係る研修会（講習会）検索サイトが、公開  

されましたのでご活用ください【日本医師会】。 

右の画像をクリックしますと、検索サイトが閲覧できます！ 

 

 

 

 

③令和７年度（2025年４月）から、認定産業医等の単位取得の

各種手続きは、日本医師会の会員、非会員に関わらず、MAMIS

（マミス・医師会会員情報システム）のマイページの登録が必

要となります。登録はこちらからお願いします。 

※「MAMIS（マミス・医師会会員情報システム）稼働にあたっ 

ての留意点」をご確認ください（画像をクリック）。 

 

④MAMISの登録に関してのお問い合わせ先 

【医師会会員情報システム運営事務局】 

  電話番号 0120-110-030 

  平日 10:00～18:00 （土日祝、年末年始を除く平日） 

  お問い合わせフォーム https://mamis.med.or.jp/contact/ 
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２．当センターの定期相談窓口のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経験豊富な産業保健相談員による相談窓口を開設しています！！ 

化学物質管理、メンタルヘルス対策など、お困りごとがございましたら、お気軽にご

相談ください。電話相談、当センター事務所への来所(要予約)による相談も可能です 

 

（１）１、２月の開設日は次のとおりです。 

https://mamis.med.or.jp/login/
https://mamis.med.or.jp/contact/
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/21/
https://www.sangyo-doctors.gr.jp/NoticeAttachFile/9033/03%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%8C%BB_(%E6%9B%B4%E6%96%B0%E7%94%A8)%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%20ver2_Ver1.pdf
https://mamis-seminar.com/


 〇産業保健相談員（労働衛生工学）高倉敏行（高倉労働衛生コンサルタント事務所 代表） 

１月７日（水）  14：00－17：00 

２月６日（金）  14：00－17：00 

 〇産業保健相談員(労働衛生工学) 西村富夫(西村労働安全衛生コンサルタント事務所 所長) 

    １月 16 日（金）13：00－16：00 

    ２月 19 日（木）13：00－16：00 

 〇産業保健相談員 家永佐智子（産業カウンセラー・保健師） 

１月６日（火） 14：00－17：00 

  １月 20 日（火）13：00－16：00 

２月５日（木） 13：00－16：00 

  ２月 17 日（火）13：00－16：00 
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3．「治療と仕事の両立支援」定期出張相談窓口のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇１月定期出張相談窓口 

＊佐賀大学医学部附属病院  16日（金）11：30-13：30（毎月第３金曜日） 

＊佐賀県医療センター好生館 15日（木）11：00-14：00（毎月第３木曜日） 

＊唐津赤十字病院       14日（水）11：00-13：00（毎月第２水曜日） 

＊嬉野医療センター      8日（木）11：00-13：00（毎月第２木曜日） 

  

〇２月定期出張相談窓口 

＊佐賀大学医学部附属病院  20日（金）11：30-13：30（毎月第３金曜日） 

＊佐賀県医療センター好生館 19日（木）11：00-14：00（毎月第３木曜日） 

＊唐津赤十字病院        4日（水）11：00-13：00（毎月第１水曜日） 

＊嬉野医療センター     12日（木）11：00-13：00（毎月第２木曜日） 

 

※唐津赤十字病院においては、毎月第２水曜日に両立支援出張相談窓口を開設しておりま

すが、令和８年２月の第２水曜日は祝日のため、２月４日（水）に開設いたします。 

 

※当センターHPの両立支援コーナーはこちら 

 

 

 

 

 

https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/63/
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4．厚生労働省・佐賀労働局等からのお知らせ 

 

【厚生労働省からのお知らせ】 

（１） 改正労働安全衛生法説明会（個人事業者等の安全衛生対策につい

て） 

      開催案内動画 CM（短編） （YouTubeへ移動します） 

    全国 13 都市で説明会を開催します（オンライン併用）。 

説明会では、行政職員による、個人事業者等に係る改正項目

を中心に改正労働安全衛生法についての説明のほか、企業の

安全衛生に関する課題や成功事例の共有を行う座談会を開催

予定です。参加申込みは Peatix のページ又は下の表の各回

の申込 URL よりお申込みください。 

    

（２） 外国人雇用責任者講習会（令和８年１月～３月開催分） 

外国人労働者を採用し、職場・地域への定着を図るため

には、外国人特有の事情にも配慮し、適正な雇用労務管理

を行うことが重要です。 

 この講習会では、外国人労働者がその能力を十分に発揮

し、活躍できる就労環境整備に取り組むために必要となる

外国人労働者に関するルール・制度のほか、言語・文化の

違いや必要な配慮などについて学んでいただきます。 

 

（３）【2/4開催】カスタマーハラスメント対策・就活ハラスメント対策研修

について 

2025年 6月、労働施策総合推進法等の一部改正法が公布さ

れ、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュア

ルハラスメントの防止措置が、事業主に義務付けられること

になりました（公布の日から起算して 1年 6月以内で政令で

定める日に施行予定）。 

そこで、企業がこれらのハラスメントの予防・解決のための取組を実効的に進

めていくことができるよう、企業の人事労務担当者等向けに、各ハラスメントの

基本的な知識から具体的な対策までを解説するオンライン研修を開催します。 

 

 

https://youtu.be/xhF8sn_k8AE
https://mhlw-anzen-eisei-r7.peatix.com/events/?utm_source=mhlw
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/002497949.pdf
https://www.tokio-dr.jp/seminar/2025/2025harassment2.html#anc-02


（４）「化学物質管理強調月間」（２月）を実施します 

     厚生労働省では２月１日から１ヶ月間、「化学物質管理強調月間」を実施しま

す。「化学物質管理強調月間」は、広く一般に職場における危険・有害な化学物

質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を

図ることを目的としております。厚生労働省 webページはこちら 

    【取組について】 

① 化学物質管理強調月間特別イベント（厚生労働本省） 

    ・新たな化学物質管理に関する制度の背景や現状、化学物質の自律的管理に関す

る基礎的情報を共有するセッション（化学物質管理者制度や支援施策紹介等を

含む。） 

    ・飲食業・宿泊業など、これまで化学物質管理の経験が少ない事業者を対象に、

リスクアセスメントや安全管理の進め方を体験的に学ぶ実践的ワークショップ 

    （開催時期）令和８年１～２月（予定） 

    （開催場所）東京・大阪 

    （参加募集開始）令和７年 12月（予定） 

         （詳細は厚生労働省ホームページで 12月頃公表予定） 

② 化学物質管理に関する説明会等の開催（都道府県労働局、労働基準監督署） 

化学物質対策に関する説明会の開催、都道府県の環境部局と連携した説明会

の開催等。 

 

 （５）治療と仕事の両立支援シンポジウム（2026年４月１日努力義務化） 

     改正労働施策総合推進法が 2026年４月１日に施行され、事業主が職場に 

おける治療と仕事の両立を促進するため必要な措置を講じるこ 

とが努力義務化されます。本シンポジウムでは、学識経験者の 

基調講演、企業の取組や支援機関（者）の事例紹介、パネルデ 

ィスカッションなどを通じて、環境整備の必要性や効果、企業 

等において取組を推進するうえでのポイント、外部の支援機関 

の活用等について考えます。治療と仕事の両立支援に取り組ま 

れていない企業や団体、自社での取組が困難と悩まれている方 

など、本テーマにご関心をお持ちの皆様のご視聴をお待ちして 

おります。 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65341.html
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/symposium/


 （６）働く女性の健康課題等に関する研修会のお知らせ（視聴無料） 

     例年好評をいただいている母性健康管理研修会が、女性の健

康課題も含めた内容に拡充しました。女性の健康課題や母性健

康管理ついて、専門家の解説や事例検討のほか、企業による事

例発表から、女性の健康支援の具体的な対応事例も学べます。 

    詳細はリーフレットをご確認ください。 

 

【佐賀労働局からのお知らせ】 

 （１）外国人技能実習生の実習実施者に対する令和６年の監督指導等の状況

を公表します 

     佐賀労働局では、外国人技能実習生（以下「技能実習生」という。）を雇用す

る事業場（以下「実習実施者」という。）に対する監督指導等により、技能実習

生の労働条件・安全衛生の確保に従来から取り組んでおり、昨年の監督指導結果

を取りまとめました。報道発表はこちら 

     

 （２）佐賀県内労働災害発生状況が更新されました 

     死亡災害の概要、業種別・署別業種別労働災害発生状況などが更新されており

ます。佐賀労働局 webページはこちらから 

 

【武雄労働基準監督署からのお知らせ】 

 （１）なくそう労災かくし 

    労働者死傷病報告による報告を故意にしない、虚偽の内容 

を記載して報告をするといった行為が「労災かくし」であり、 

労働安全衛生法に違反する行為になります。また、これに伴い 

病院での治療に際して労災保険を使用させないなどの問題も生 

じます。労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき 

は、労働基準監督署に遅滞なく「労働者死傷病報告」により 

災害の発生状況や発生原因などを原則として電子申請による方 

法で報告しましょう。 

 

 （２）職場のリスクアセスメントを進めよう 

労働災害防止対策は、自主的に職場の潜在的な危険性や有害性

を見つけ出し、事前に適確な安全衛生対策を講ずることが不可欠

であり、これに応えるものが職場のリスクアセスメントです。職

場でもリスクアセスメントを進めてみましょう。 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/002495045.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_00396.html
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/kenshu2025/
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/002495140.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/002495162.pdf


（３） はしご・脚立の適正利用について 

クリスマス、お正月等のイベントに伴い、店舗や事務所の飾り

つけを行うため、はしご・脚立を利用する機会が増えると考えら

れます。はしご・脚立による労働災害を防止するため、業種を問

わず、チェックリストを用いて作業開始前に点検を実施するよう

お願いします。 

 

 

【佐賀産保センターからのお知らせ】 

この度、「独立行政法人労働者健康安全機構 佐賀産業保健総合支援センター」と

「全国健康保険協会佐賀支部」は、相互に連携協力を行い、働く方々の健康増進を図

るため、健康づくり等の推進に向けた包括的連携協定を締結しました。 

◇ 連携・協力することのメリット 

 協会けんぽ佐賀支部は、中小企業が加入する健康保険の保険者であり、協会けんぽ

佐賀支部の加入事業所は 10 人未満の事業所が 78％を占め、全体の 96％が 50 人未満

の事業所となっている状況から、佐賀産保センターが支援の対象としている事業所の

多くは協会けんぽ佐賀支部の加入事業所と重複してお

り、相互に連携及び協力して健康づくり等の事業を進

めることで、産業保健スタッフが不在または体制が脆

弱な小規模事業所において効果的な「メンタルヘルス

対策」・「治療と仕事の両立支援」等の推進が図ら

れ、小規模事業所における労働力の確保や生産性の維

持・向上など健康経営の推進が期待されます。 

令和７年１１月１１日付 佐賀新聞より 
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５．編集後記 

  

今月も当センターのメルマガをお読みいただき、誠にありがとうございました。 

 

１２月に入り、街並みのイルミネーションが一層華やかさを増す季節となりました。 

４月に着任してから、気がつけばもう年末。月日の流れの早さに驚きつつ、今年一年をゆ

っくり振り返る季節になりました。年内に片付けたい業務と新年に向けた準備が重なるこ

の時期は、心身の負荷が高まりやすい時期でもあります。どうか皆さま、繁忙の中でも小

休止を忘れず、まずはご自身の健康を大切にお過ごしください。 

https://www.sagas.johas.go.jp/files/libs/1626/20251212132641280.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/002495765.pdf


 そして１２月と言えば、毎年ひそかに私の心の中で始まるのが“年賀状、今年は書く？

書かない？．．．問題”。年賀状を書く時間を確保するか、LINEスタンプ一発で済ませる

か…悩ましいところです。最近、私の周りでも LINEやメールでの挨拶もすっかり定着

し、スタンプ一つで気軽に気持ちを届けられることは、ありがたいと感じる一方で、手書

きの文字が持つ温かさに、ふと心が和む瞬間があります。大切なのは、どんな方法でも

“相手を思う気持ち”が乗っているかどうか。形式にこだわり過ぎて、「やらねばならな

い」という思い込みは、意外と心身の負担になりがちです。年賀状を書くことで気持ちが

温かくなるなら続ければよし、負担に感じるなら形を変えてみるのも一案です。新しい年

を迎える準備は、まず自分をねぎらうことから。私も自分なりの心地よい形を見つけてい

きたいものです。 

 

今年も多くの皆さまに当センターをご利用いただきありがとうございました。 

当センターとしましても、研修会や相談支援、各種情報提供を通じて、少しでも皆さま

のお役に立てていれば幸いです。私自身も４月からの新しい出会いに支えられ、一年を無

事に終えられることに感謝の気持ちでいっぱいです。来年も、現場の声に寄り添いなが

ら、より実践的で温かみのある支援を届けられるよう努めてまいります。 

皆さま、良いお年をお迎えください。 

 

 

◇∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◇ 

★佐賀産業保健総合支援センターでは、産業医や事業場の労務管理者等の方が産業保健活動を

実践する上での様々な問題に関するご相談・ご質問を窓口（予約面談）・電話・Ｅメール等

で受付・応対しています。産業医学・労働衛生工学等各専門分野の相談員等が対応し、問題

解決に向けた助言をさせていただきます。 

特に職場の労働衛生環境については実地を拝見しての改善アドバイスも行っております。ご

利用は無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。 

 

★メルマガ変更・配信中止のご通知は、「メルマガメールアドレス変更」または「メルマガ配

信中止」と件名にご記載の上、sanpo41-8@sagas.johas.go.jp にメールを送信してくださ

い。 

         独立行政法人 労働者健康安全機構 佐賀産業保健総合支援センター 

          〒840-0816 佐賀市駅南本町６－４佐賀中央第一生命ビル４階  

          ＴＥＬ 0952-41-1888  ＦＡＸ 0952-41-1887  

   ●ホームページ https://www.sagas.johas.go.jp/ 

          ●Ｅメール   sanpo41-8@sagas.johas.go.jp 
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